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カ ラ マ ツ材 の 需 要 と流 通

― 長 野 児 下 で の 坂 扱 材 の 場 合 ―

菅 原 聰

信州大学農学部 森林経理学研究室

は じ め に

3-8)
東信地方産の信州カラマツ材の需要ならびに流通についての解析は,すでに行なったとこ

ろである｡

そして,その際,信州カラマツ材の需要ならびに流通の実態が,時の推移とともに変って

きており,また,北海道産のものと東信地方産のものとで異なることを指摘しておいた｡そ

してまた,さらに同じ東信地方産のものでも,長野児内で消費される場合と長野児外で消費

される場合とでは,異なった需要ならびに流通状態を示すことを確かめることができた｡

それに続いて,長野児の東信地方だけでなく,中北信地方ならびに南信地方にまで地域を

拡大し,それらの地域で政扱われた信州カラマツ材とソ連カラマツ材の需要ならびに流通の

実態を明らかにしようとしたものが本報告である｡

本報告をまとめるにあたって用いた資料は,長野県林務部と信州カラマツ市場対策協議会

とによって,南佐久 ･北佐久 ･上中 ･諏訪 ･上伊那 ･松筑 ･南安曇 ･長野の各地方事務所管

内の木材業 ･製材業登録業者全員に対して行なわれた ｢カラマツの需要構造に関する実態調

査表｣によるアンケ- ト調査の結果なのである.

｢カラマツの需要構造に関する実態調査表｣は,上記の8地方事務所の林務課を通じて各

業者に配布され,配布総数は1,150枚であった｡そのうち業者から地方事務所に提出された

のは,その62%にあたる715枚であった｡しかし,そのすべてにおいて回答記入されていた

わけでなく,回答されていたのは612枚,さらにそのうちでカラマツの取扱量を記入してい

たのは500枚であり,結局,カラマツの需要構造の実態を知るという目的に対しては,配布

総数の44%が有効であったことになる｡南佐久 ･北佐久 ･上中という東倍地方での回答率が

低く,それに対して松筑 ･南安曇 ･長野という中北信地方での回答率が高かったが,カラマ

ツ取扱いの点からみると,中北信地方ではカラマツを取扱っていないものが多いため,カラ

マツについての回答率としては,どの地方でもほぼ等しい結果になっている｡

しかし,カラマツについての回答率がほぼ等しいからといって,それらのすべてをまとめ

て取扱うことには問題が残るであろう｡

というのは,東信地方は信州カラマツの主産地であり,ついで諏訪 ･上伊都の南信地方も

信州カラマツが生産されている地域であるが,中北信地方は信州カラマヅの産地というより

は,長野市 ･松本市をふくむため,木材の消費地といった色彩が強いからである｡したがっ
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て,これらの地方の間では,信州カラマツ材生産量に大きな差異が認められるとともに, カ

ラマツ材需要についての構造的差異も予想されるから,別々に解析する方が,問題点をより

明確にできるであろうと考えた｡

したがって,本報告では東信地方 ･南信地方 ･中北信地方という地域別の解抑 こ重点をお

き,全体については簡単に説明する程度にとどめてある｡

本報告の基礎資料の収空尉こあたっての長野/LFTl<林務部林業課木材係の諸氏ならびに各地方事

務所の担当者の方がたのなみなみならぬ御努力ならびに本報告をまとめるにあたっての信州

大学農学部森林経理学研究室の各位の,とくに林妙嬢の御協力に対しては,心からお礼を申

し上げるとともに,アンケー ト調査結果を快よく提供していただいた長野児林務部に対して

も謝意を表する次第である｡

l カラマツ材の需要の実態

長野県で取扱われたカラマツ材の需要の実態については,長野林政協議会林産部会によっ

て1963年に東信地方ならびに諏訪地方の信州カラマツ材についてアンケー ト調査されて明ら

かにされており,また私達も1967-1968年度に東信地方の製材業者を対象としてアンケー ト
6,6)

調査を行なった結果から推定してみたが,それ以外には1968年秋の信州カラマツ利用促進懇

談会において配布された長野児林務部での調製資料によって示されている程度で,きわめて

資料に乏しく,その実態については臆測で語られていることが多い｡

そしてまた,北洋材の輸入量が増加し,長野児内での外材率が増加しだした1968年以降に

おいて,信州カラマツだけでなく,ソ連カラマツが複雑にからみ合って,新しいカラマツ材

需要構造をつくり出してきているが,その実態は必ずしも以前とは同じでないはずであり,

それらを明らかにしていくのが本章の目的でもある｡

§1 カラマツ素材の需要の実態

1 信州カラマツ材とソ連カラマツ材の取扱量

東信地方 ･南信地方 ･中北信地方ごと,ならびに信州カラマツ･ソ連カラマツごとに用途

別のカラマツ素材取扱量を示したものが表 1である｡

表 1 用途別カラマツ素材取扱量 (単位 :m3)

東 信 南 信 中 北 信

信州カ ソ連カ
ラマツ ラマツ I_･l.:･'J ::辛 .. ll.･l:l'' ､:::.1': .L

製 材 用 13,684 ll,688 25,372

パ ル プ 用 4,600 1,500 6,100

チ ッ プ 用 3,762 1,539 5,301

杭 丸 太 用 20,574 ll,666 32,240

足 場 丸 太 用 1,513 38 1,551

'E 柱 用 2,898 700 3,598

坑 木 用 1,994 50 2,044

そ の 他 用 808 113 921

合 計 49,833 27,294 77,127

21,929 2,116 24,045 20,823 40,809 61.632

397 397 1,481 1,481

14,931 14,931 2,252 30 2,282

4,838 4,838 1,797 2,024 3,821
209 209 757 19 776

150 150 3,664 3,791 7,455
879 879 61 61

237 237 545 401 946

43,570 2,116 45,686 31,380 47,074 78,454
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カラマツ素材取扱量のうち信州カラマツ素材の占める割合は,南信地方では95.4%ときわ

めて高く,東信地方では64.6%であるのに対し,中北信地方では逆に40.0%となって,ソ連

カラマツ素材の方が信州カラマツ材よりもより多く取扱われている｡

信州カラマツ材の生産地である南信地方 ･東信地方で信州カラマツ素材の占める割合が高

いのは当紙であろうoLかし,来信地方では信州カラマツ素材についての需要構造が一応で

き上 っており,それに対応して流通構造も成立しているので,信州カラマツ素材の不足分を

ソ連カラ々ッ素材で補う形態をとり,両方 こみで JI信州カラマツ〟という名で取扱っている

ため,ソ連カラマツ素材の占める割合が高くなってきている｡一方南信地方は生産地である

といっても歴史が新しく,信州カラマツの特産地形成にまで至っておらず,ソ連カラマツ素

材をこみにしてまで転売していく組織や経路をもたないので,ソ連カラマツ素材の取扱量は

少ないのだと考えてよいだろう｡それに対して,木材消費地である中北信地方では,信州カ

ラマツ素材よりもソ連カラマツ素材の方が入手しやすいこともあって,ソ連カラマツ素材取

扱量の方が多いのであろう｡

このように,ソ連カラマツ材は信州カラマツ材の代替 ･補完材として急速に伸びてきてお

り,比較的カラマツ材が大量に用いられる地方,すなわち,東信地方や中北信地方において,

その伸びほより大きいものとなっている｡

このような実態をみるとき,カラマツ材の需要量は拡大してきているが,信州カラマヅ材

の供給が追いつかず,その分をソ連カラマツ材で補なっているというように考えてよいので

はなかろうか｡

もっともソ連カラマツ材の場合には

イ)大量的かつ安定的な供給が可能であり

ロ)製材加工に有利な大径材が多く

ノ､)代金決済は長期手形でよいうえに

ニ)比較的安価である

などという近代商品的な性格をより強くもっているため,独自に伸びてきてはいるが,需要

の面でみるかぎりにおいては,信州カラマツ材の補完的役割を果すように期待されているよ

うであり,そのような方向で需要量も伸びてきているようである0

2 カラマツ素材の用途別需要の実態

東信地方 ･南信地方 ･中北信地方別に,信州カラマツ素材の用途別需要構造を図示すれば

図1のようになる｡

図 1によると,東信地方では杭丸太用 ･製材用を主要用途とする需要構造を,南信地方で

は製材用 ･チップ用を主要用途とする需要構造を,そして,中北信地方では製材用を主要用

途とする需要構造を示している｡

このように,同じ長野児産の信州カラマツ材であっても,産地によってその需要構造に大

きな差異が認められるのは,きわめて興味深いことである｡情報化社会,画一化された社会

といっても,歴史的 ･社会的条件などによって形成されてきた需要構造を単一化してしまう

のではなく,それぞれの条件を背負いながら,それぞれ特徴的な形態を示 していくことが,

これら信州カラマツ素材の需要構造の実態からも認められるのである｡しかし,そのような

状態がいつまで続くかということになると,まったくわからないのであり,また将来どのよ
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図1 信州カラマツ素材の用途別需要構造

うに推移していくかについてもまったくわからないといわざるを得ないのである｡

東信地方産の信州カラマヅ素材が杭丸太用に多 く用いられているのは,基礎杭を供給 して

きた歴史的事情によるところが大きく,今後も続くものと思われる｡南信地方産の信州カラ

マツ材がチップ用に多く用いられているのは,間伐材などが出材されだしたからであり,主

伐材が多くなる時点までは続くものと推測される｡

したがって現在での信州カラマツ素材の用途別需要の実態をみる限 りにおいては,

来信地方では 杭丸太用 ･製材用を

苗信地方では 製材用 ･チップ用を

中北信地方では 製材用を

主要用途として,需要量の量的拡大が行なわれているようであり,補助的に電柱用 ･パルプ

用 ･坑木用 ･足場丸太用などにも用いられていると考えてよいであろう｡

ソ連カラマツ素材の用途別需要括道を地方別に図示すると図2のようになる｡

図2によると克信地方では杭丸太用 ･製材用を主要用途とする需要構造を,南信地方では

製材用のみという需要構造を,中北信地方では製材用を主要用途とする需要構造を示してい

る｡

ソ連カラマツ村の需要構造を信州カラマツ素材の場合と比較してみると,ほぼ相似した需

要構造を示していることが理解できるが,主要相異点をあげると

イ)製材用に用いられる量がより多い
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図2 ソ連カラマツ素材の用途別需要構造

ロ)パルプ･チップ用ならびに,rL場丸太用 ･坑木用に用いられる量がより少ない

点であろう｡

ソ連カラマツ材が,信州カラマツ材に比べて製材用でより多く用いられているのは,ソ連

カラマツ材が大径材が多いことと製材用原木として入手しやすいことによるものと考えられ

る｡カラマツ製材品としては,信州カラマツ材を原木とするよりソ連カラマツ材を原木とす

る方が,より有利になってきたため,今後,ソ連カラマツ材が製柳 11の部門に伸びていくこ

とが予想され,この部門では信州カラマツ材に代って,ソ連カラマツ材がその地位を確保し

ていくだろう｡

それに対して,パルプ用 ･チップ用の原木としては,信州カラマツ材の場合,間伐材が多

くあてられているため,ソ連カラマツ材の場合,適材もあるものの,それにあてるようでは

採算にあいにくいこともあって,あまり用いられていないようである｡

また,杭丸太用にソ連カラマツ材も用いられているが,これは信州カラマツ材の絶対量の

不足を補っているものであり,信州カラマツ材の補完材 ･代替材として用いられているので

ある｡

このようにソ連カラマツ材の需要構造は,信州カラマツ需要構造を補完する形で形成され

ているのであって, カラマツ材需要構造のうちに有機的に組み込まれていることが知られ

る｡

信州カラマツ素材とソ連カラマツ素材とをあわせたカラマツ素材の用途別需要構造は図3
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図3 カラマツ素材の用途別需要構造

のようである｡

カラマツ素材は,東信地方では杭丸太用 ･製材用を主要用途とする需要構造を,南信地方

では製材用 ･チップ用を主要用途とする需要構造を,そして中北信地方では製材用を主要用

途とする需要構造を示している｡

カラマツ素材は,このように,長野11と下でもその需要構造を異にしているのであって,こ

れが一様化される可能性は今のところ認められないようである｡

東信地方では,杭丸太用 ･電柱用 ･坑木用 ･足場丸太用などというように丸太のままで用

いられることが多く,カラマツ材の強い耐朽性やすぐれた強斑性などの材質的特質を,きわ

めて有利に生かしながら用いているが,やはり,これはそのようにカラマツ材が用いられて

きたからであり,今日的特徴というわけではないのである｡

南信地方でも,カラマツ材は杭丸太用などに出荷しているものの,その量は少ないのであ

り,また,信州カラマツの植栽も,大半が戦後であるため,間伐材が出はじめてきており,

そのようなこともあってチップ用がどうしても多くなってきている｡

中北信地方では,地元需要が多いこともあって,その大半が製材用にあてられているよう

である｡

このようにカラマツ素材の需要構造は,取扱地方によってまったく異なるのであり,それ

ち,それぞれ理由をもっているのである｡

多様的に使用されるのが木材の特徴であり,その点ではカラマツ材も他の木材と変らない
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のであるが,ただ,他の樹種の素材に比べると丸太のままで利用されることが多く,とくに

それは東信地方で取扱われているカラマツ材の場合に目立っているのである｡

丸太のままで木材を利用することは原始的方法であり,確かに木材としては不利であるか

も知れないが,それがカラマツ材の特性を生かしているとなると,何も否定するには当らな

いのであり,むしろ,この部門での占有率を拡大することがカラマツ材にとって有利なこと

になるかも知れないのである｡

カラマツ材が今後,どのように使用されていくかについては,充分な予測をすることはで

きないが,現在用いられている用途について簡単に説明しておこう｡

製材用は建築用 ･土木用製材品の原料として,製材品需要の伸びに対応して伸びており,

カラマツ素材需要構造において主要な位置を占めている｡

杭丸太用はカラマツ材が最適材であるだけに,特質をこじかした用途としてその地位を確保

しているようであるO

以前は建築用基礎杭が中心で大径材が好まれていたが,地下水の関係もあって,その部門

ではコンクリ- ト･パイルにとって代られたが,最近では土木工事用土留杭を中心とする需

要構造に変化してきている｡したがって,必要とされる径級もやや細目になってきているよ

うである｡

パルプ･チップ用は信州カラマツ林の間伐実行が増加するとともに今後拡大していくこと

が予想され.重要な用途になっていくであろう｡

電柱用は有線放送用などの場合カラマツ材が重宝がられ,スギ材のこの部門からの撤退と

ともにいくらか伸び気味のようである｡

坑木用は石炭産業が盛んであったときや地下鉄工事が多く行なわれていたときにはかなり

(卿 ii'地-)J'･諏訪地方に州カラマツ〕
〔1963〕 製竺材川

図4 カラマツ素材の用途別需要構造の推移
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用いられていたが,現在では縮小傾向をたどっている｡

足場丸太用はスギの代替材として用いられてきたが,スチール ･パイプなどに押され気味

で,先行きは暗いようである｡

さて,ここで,ソ連カラマツ材の輸入量がそう多くなかった頃,すなわち1963年度ならび

に1966年度に調査された信州カラマツ素材の需要構造と現在のものとを比較してみよう｡こ

れら3時点において調査対象地域が少しずつ異なるので,完全な比較はできないのであるが,

図4からは

イ)製材用 ･杭丸太用がいくらか減少気味であり

ロ)パルプ･チップ用が増加気味である

ことなどが読みとれる｡しかし,パルプ･チップ用の占める割合が増加したとはいえ,製材

用 ･杭丸太用を2大用途とするカラマツ素材の需要構造には大きな変化は認められないので

ある｡ただ,図 1ならびに図2からも明らかなように,信州カラマツ素材での製材用に向け

られる割合が減少し,その分がソ連カラマツ素材で埋められているのであって,カラマツ素

材全体として変化していないものの,信州カラマヅ素材としてとりあげる場合には,大きな

変化が生じたといわざるを得ないであろう｡

このようなことから,ソ連カラマツ素材は信州カラマツ素材の不足してきた分を補完して

いると推定され,ソ連カラマツ素材独自での需要開拓がなされているようには思えないので

ある｡

将来において,ソ連カラマツ材の量が圧倒的に多くなることがあるとすれば,ソ連カラマ

ツ素材独自の需要構造が形成されることも予想されるが,少なくとも,今のところでは,伝

州カラマツ素材の需要構造のうちへ吸収された状態で,カラマツ素材需要構造をつくり出し

ている｡

したがって,カラマツ素材の用途別需要構造は

東信地方では 杭丸太用 ･製材用を

南信地方では 製材用 ･チップ用を

中北信地方では 製材用

を主要な用途として形成されており,その他に電柱用 ･パルプ用 ･坑木用 ･足場丸太用など

にも用いられているというのが現状なのである｡

3 カラマツ素材の地域別需要の実態

カラマツ素材の発送先別での需要構造について考慮していこう｡

表 2はカラマツ素材の発送先を長野児内と長野児外とに分けて,そのおのおのに対して用

途別にカラマツ素材取扱量を整理したものであるoこの表2のままでは比較しにくいので,

百分率に換算したものが表3である｡

表 3をみると,カラマツ素材の需要先は,東信地方では67.0%までが児外仕向けであり,

南信地方では69.0%までが県内仕向けであり,中北信地方では88.4%までもが児内仕向けと

なっており,東信地方ではとくに児外仕向けが多くなっていることが知られるO

全体として児外需要型である東信地方では,用途別にみてみると,信州カラマツ素材の場

令,パルプ用 ･チップ用 ･杭丸太用 ･坑木用 ･その他用が児外で主として用いられており,

製材用 ･足場丸太用 ･電柱用については児内で主として用いられていることが知られる｡こ
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表2 発送先別･用途別カラマツ素材取扱量 (単位:m3)

信州カラマツ ソ連カラマツ カラマツ計

県内 県外 計 県内 県外 計 県内 県外 計

来

信

地

方

製 材 用 11,176 2,508 13,684 8,083 3,605ll,68819,259 6,11325,372

パルプ用 245 4,355 3,600 1,500 1,500 245 5,855 6,100

チップ用 462 3,300 3,762 39 1,500 1,539 501 4,800 5,301

杭丸太用 64719,92720,574 21ll,645ll,666 66831,57232,244

足場丸太用 1,387 126 1,513 38 .38 1,425 126 1,551

電 柱 用 2,583 315 2,398 550 150 700 3,133 465 3,598

坑 木 用 118 1,876 1,994 50 50 118 1,926 2,014

その他用 103 700 808 3 110 113 111 810 921

合 計 16,72633,10749,833 8,73418,56027,29425,46051,66777,127

南

信

地

方

中
北
信
地
方

製 材 用 17,464 4,46521,929 1,827

パルプ用 28 369 397

チップ用 10,901 4,030 14,931

杭丸太用 590 4,248 4,838

/nt場丸太用 159 50 209

電 柱 用 150 150

坑 木 用 185 694 879

その他用 237 237

合 計 29,71413,85643,570 1,827

289 2,116 19,291 4,75424,045

28 369 397

10,901 4,03014,931

590 4,248 4,838

159 50 209

150 150

185 694 879

237 237

289 2,11631,54114,14545,686

製 材 用 19,903 92020,82337,021 3,78840,80956,924 4,70861,632

パルプ用 1,481 1,481

チップ用 80 2,172 2,252 30

杭丸太用 253 1,544 1,797 1,968

足場丸太用 743 14 757 19

電 柱 用 3,540 124 3,664 3,291

坑 木 用 61 61

その他用 535 10 545 401

1,481 1,481

30 110 2,172 2,282

56 2,024 2,221 1,600 3,821

19 762 14 776

500 3,791 6,831 624 7,455

61 61

401 936 10 946

合 計 26,596 4,78431,38042,730 4,34447,07469,326 9,12978,454
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表3 発送先別 ･用途別カラマツ素材取扱量構成比 (単位 :%)
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県内 県外 計 県内 県外 計 県内 県外

9
伽
.9
山叫
9
伽
｢
8
叫
0
｣叫
7
叫
6
叫
2
伽
.

Oか｢

遣

7
100
.
6
100
.
遣

2
100.
｡
I00
.
2
肌
ー
肌
濫

9
:
3
山
り
3
引
Ⅰ
か
り
2
=
9
別
.7
小
り
6
別
.0
,oT

11
24
.
11
96
.
9
90
.
61
97
.
｡
払

｡
他

3
帆

1
軌

1Oo
紋

.
6
別

.
〇
叫
0
引
6
0
6
別
3
0

.
5
郎
4
0
0
叫

75
75
.
1
i

2
軌

2
払

5
91
.
諾

｡
払

｡
他

10｡
駄

･-･-ヽ

1

8
叫

.
5
叫
6
m
｢
8
伽
｢1
叫
6
6
2
叫
4
叫
0
山叫

42
00
.
5
00
.
5
g
42
00
.
0
00
.
2
00
.
0
00
.
0
0

l

1

1

1

1

1

1

1

92.5 19.4
69.2) (30.8)

1
叫
1
引
7
朝

.
8
叫

.
3
叫
6
割

8
00
.
8
97
.
62
99
.

O
L
O
o
.
0
7
.

2

0

9

1

(

ー

(

1

(

5
引

.
3
割

.
4
叫

.
3
句

0
刀

o
払

o
s
i
o
oo
.
6
78
.

0
2

=

lりJい

100.0 100.0 100.
32.0) (68.0)(100.

.
5
叫
e3叫
6
叫
3
叫

.
〇
叫
8
叫

.
〇
叫
6
6

.
〇
叫

tleq
g
｡
I00
.
7
100
.
遣

3
100
.
5
100.
4
100.
l
l00.
蕊

(

(

(

(

ー

(

(

′1.＼

(

.
6
割

.
1
刀
0
円

2
別
4
割
9
即
7
0
1
郎
0
叫

7
18
.
器

差

60
弧
o
晩

o
仙

5
帆

2
駄

100
駄

8
小
り
5
割
8
割
9
=
3
小
り
4
=
7
如
.6
如
.〇
副
.

諾

ー
払

2
12
.
3
払

8
91
.
£

0
払

｡
他

10｡
駄

製 材 用

パ ル プ用

チ ップ用

杭 丸 太 用

足場丸太用

電 柱 用

坑 木 用

そ の 他 用

合 計

来

伝

地

刀

6
m
｢
9
叫
7
叫
6
叫
5
叫
3
叫
9
叫
5
叫
0
叫

遣

｡
I00
.
選

ば

｡
I00
.
0
100
.
l
l00
.
0
100
.
蕊

(

(

(

(

ー

(

(

(

(

6
釦
.6
｣即
5
伽
.〇
釦
｢4
別

9
山り

0
叫

…蒜

2
92
.
誉

仙
3｡
弧
｡
23
.

4
恥

100
札

ー
小
り
ー
り
6
叫
0
割
.5
いり
5
叫
6
叫
7
6

0
6

61
80
.
｡
ii
34
転

記

｡
恥

｡
10｡
.
｡
虹

｡
100.
諾

100.0 100.0 100.0
(86.3) (13.7)(100.0)

3
叫
9
叫
3
叫

.
1
叫
5
叫
3
叫
0
叫

50
00.
0
00
.
34
00
.
22
00.
0
00.
0
00
.
2
00
.

1

-

1

1

1

1

1

2
朝

.
7
別

.
ー
叫

.
6
郎
4
別

0
叫

32
20
.
2
92
.
29
27
.
30
87
.
0
23
.

5
9
.
7

8
郎
1
0

.
7
の

.
0
割
5
い
5
6

6
S

58
79
.
0
托

36
73
.
2
12
.
0
76
.
0
00
.
0
2

(

t

′L

l

(

0

爪
｢

浩0
判
り

100
他

0
小
り

100
齢

6
S
O
S

0
100
.
蕊

HutLU

huJHH

O
釦
′

100
札

8
伽
.〇
小
叫

0
100
.loo
秘

製 材 用

パ ル プ 用

チ ップ 用

杭 丸 太 用

足場丸太用

用柱電

坑 木 用

そ の 他 用

合 計

捕

伝

地

方

5
8
9
叫
9
叫

.
9
叫
0
叫
5
叫

.
ー
叫

.
2
叫
0
叫

遥

1
1｡｡
.
2
100
.
4
m
1
10｡.
9
100
.
0
100
.
1
m
蕊

(

′._.ヽ

(

(

′._.ヽ

(

(

(

(

6
句

8
幻

.
5
別
2
別
8
叫

ー
り

0
句

51
仇

23
弧
17
41
.
｡
t
i
6
払

｡
比
100
仙

ー
わ
ー
叫

2
即
2
り
1
割
8
郎
1
6

.
4
叫

.
〇
如

Sj
s5
2
00
.
｡
i

3
駄

1
触

9
帆

｡
10｡
.
ー
触

100
駄

-･-､

ー

7
叫

.
1
叫

.
3
叫
0

叫

.
ー
叫

.
8
叫

.
〇

叫

ES
g

｡
o｡
.
4
00
.0

00
.
8
g

｡
10｡
.

蕊

l

1

1

1

1

rH川U

lHl
U

HH川一い

.LuJHr

2
割

3
釦
.

5
割
.

〇小り

87
軌

1
払

11
m

o

o軌

6
刀

1
叫

.
6
割
1
叫

.
7
朝

.
9
叫

.
〇
即

諾

｡
0
.
4
7
.
0
0
.
7
臥

｡
10｡
.
100
帆

0

9

0

QU

=

il
川U

HH

.‖リ】川U

4
S
7
叫
2
叫

.
7
叫
4
叫
7
叫
2
叫

.
7
叫

.〇叫

LDLD
i
｡
1｡｡
.
7
100
.
5
100
.
2
100
.
11
.00
.
0
100
.

1
100
.
蕊

(

′.._.ヽ

(

ー

(

(

(

(

(

2
判

4
叫

.
3
別
3
糾

.
6
叫

.
2
朝

.
0
割

19
け

45
弧
32
弧
｡
t
i
2
払

o
け

100
他

8
3
6
の
3
郎
0
日
8
幻
3
朗

.
2
叫

.
O
の

.
〇

朗

忍

5
0｡
.
｡
払

1
他

2
払

13
帆

｡
10｡
.
2
帆

100
帆

ll
Hr

=

製 材 用

パ ル プ用

チ ップ用

杭 丸 太 用

足場丸太用

電 柱 用

坑 木 用

そ の 他 用

合 計

中

北

信

地

方

江 ( )内は県内と県外との百分率構成比である

10



菅原 聴 :カラマ ツ材 の'7:f要 と流通 ll

れはソ連カラマツ素材の場合も同様であり,したがって,カラマツ素材の場合も同様の結果

となっている｡

苗信地力での場合をみると,県内需要型の用途は,信州カラマツ素材の場合,製材用 ･チ

ップ用 ･足場丸太用 ･電柱用 ･その他用であり,ソ連カラマツ素材の場合には製材用であっ

て,したがって,カラマツ素材の場合には,信州カラマツ素材の場合とまったく同様の傾向

を示 しているOそれに対して,lrll,一外需要型の用途としては,信州カラマツ素材の場合とガラ

マツ素材の場合ともに,パルプ用 ･杭丸太用 ･坑木用がある｡

中北信地方での場合をみると,きわめて児内需要型の色彩が濃厚であり,児内需要型の用

途は,信州カラマツ素材の場合には,製材用 ･パルプ用 ･足場丸太用 ･電柱用 ･坑木用 ･そ

の他用であり,ソ連カラマツ素材の場合には,製材用 ･チップ用 ･杭丸太用 ･足場丸太用 ･

電柱用 ･その他用であり,したがってカラマツ素材の場合には,製材用 ･パルプ用 ･足場丸

太用 ･電柱用 ･坑木用 ･その他用であって,児外需要型の用途は,信州カラマツ素材の場合

のチップ用と杭丸太用だけであるD

以上のように,児外でカラマツ素材が用いられるのは杭丸太用 ･足場丸太用 ･坑木用など

のカラマツ材の利点を生かした部門である｡このような部門では他の材を排除してカラマツ

材が用いられる可能性があるため,児外へと移出されているのである｡それに対して児内で

用いられるのは,製材用を主としているO製材用は他の材と競争関係にあるため,他県まで

は進出できないようであり,県内であると何とか優位を保てることもあって用いられている

ようであるO

このようにカラマツ素材の 需要構造は,児内と県外とで異なっているのであるが, パル

プ ･チップ用材については,児内 ･児外を問わず広 く用いられているようであり,今後,間

伐材の増加とともに,この部門が拡大すると予想されるのである｡

このように県内と児外とでのカラマツ素材の需要構造は異なっているが,それらについて

なおくわしく説明しておこう｡

1) 長野児内でのカラマツ素材の需要の実態

信州カラマツ素材の場合,東信地方では製材用が66.8%,電柱が15.4%,南信地方では製

材用が58.8%,チップ用が36.7%,中北信地方では製材用が74.8%,電柱用が13.3%となっ

ているように, 長野児内での主要な用途は製材用 ･電柱用 ･チップ用と考えてよいのであ

る｡

ソ連カラマツ素材の場合には,製材用が東信地方では92.5%,南信地方では100.0%,中

北信地方では86.6%というように,ほとんど製材用に用いられている｡

したがって,カラマツ素材についてみると,東信地方では製材用が75.6%,電柱用が12.3

潔,南信地方では製材用が61.1%,チップ用が34.6%,中北信地方では製材用が82.1%とな

っているように,長野児内での主要な用途は,製材用 ･電柱用 ･チップ用と考えられるので

ある｡

このようにカラマツ素材は,長野児内では主として製材用に用いられているのであり,そ

れについで電柱用やチップ用に用いられているのであって,一般木材と同じように用いられ

ており,カラマツ材特有の需要構造を示しているわけではない｡

2) 長野児外でのカラマツ素材の需要の実態
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イ)東信地方での取扱材

信州カラマツ素材の場合,抗丸太用が60.2%,パルプ用が13.1%,チップ川が10.0%とい

うようにJ恥 ､られているO そして 県外需要66.4%の内訳を需要地についてみれば, 東京で

23.5%,静岡で13.9%,千葉で13.6%,愛知で6.1%,埼玉で5.8%というように東海道ベル

ト地帯が主な対象地域であり,その他富山 ･大阪 ･群馬 ･島根 ･山梨 ･新潟 ･神奈川におよ

んでいる｡

ソ連カラマツ素材の場合,杭丸太用が62.7%,製材用が19.4%というように用いられてお

り,県外需要68.0%の内訳は,東京で29.6%,千葉で12.0%,静岡で11.0%,群馬で10.0%

で用いられているほか,愛知 ･埼玉 ･新潟 ･島根 ･大阪で用いられている｡

このように東信地方からのカラマツ素材は,杭丸太用を中心として用いられており,それ

ち,東京 ･千葉 ･静岡を主としていわゆる東海道ベル ト地帯で用いられているのであり,哩

立工事などの土木工事用杭丸太用として,カラマツ素材の有利性を満度に発揮 しているので

ある｡

ロ)摘后地力での取扱材

信州カラマツ素材の場合,製材用が32.2%,抗丸太用が30.6,0g,チップ用が29.1%という

割合で用いられている｡そしてlP{外r-3.=要31.8%の内訳は, 静岡で10.5%, 山梨で9.2%,東

京で8.4%であるほか,愛知 ･神奈川でも用いられている｡

ソ連カラマツ素材の場合,製材用に100.0%用いられており,県外需要13.7%の内訳につ

いてみると,新潟で7.4%,愛知で4.0%,東京で2.3/Oo/となっている｡

このように南信地方からのカラマツ素材は,東海道ベル ト地帯への杭丸太用としても出さ

れているが,新潟 ･山梨などの近上F.1日こ対しての製材用としてや,静岡 ･山梨などへのチップ

用としても出されており,製材用 ･杭丸太用 ･チップ用として用いられている｡

-)中北信地方での取扱材

信州カラマツ素材の場合,チップ用が45.4%,杭丸太用が32.3%というように用いられて

いる｡そして,県外需要15.2%の内訳を需要地についてみれば,静岡で6.9%,愛知で3.9%

のほか,千葉 ･山梨 ･東京 ･北海道 ･埼玉 ･神奈川 ･群馬 ･栃木におよんでいち.

ソ連カラマツ素材の場合,製材川で87.2%までを占めている｡ また,県外需要9.2%の内

訳は,新潟で2.6%, 山梨で2.5%,茨城で2.1%であり,そのほかに,東京 ･富山 ･栃木で

でも用いられている｡

このように中北信地方からのカラマツ素材は,杭丸太用としても児外へ移出されているが,

約半数までが製材用として新潟 ･山梨などの近県に,またチップ用として静岡 ･愛知などへ

出されており,製材用 ･チップ用 ･杭丸太用として用いられている｡

木材需要動向やゝらみると,児外移出材は特殊材 ･原料材に限られていくと予想されるだけ

に,カラマツ材の児外需要を拡大するには,抗丸太用 ･チップ用での販路拡大に努力すべき

であろう｡すなわち,東信地方型が児外需要に対しては適しているのであり,そのことは,

交信地方では県外需要が67.0%を占めており,南信地方では31.0%,中北信地方では11.6%

しか児外需要がないことからも理解できるであろう｡

●
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62 カラマツ製材品の需要の実態

1 信州カラマツ材とソ連カラマツ材の取扱量

東信地方 ･南信地方 ･中北信地方ごとならびに信州カラマツ ･ソ連 カラマツごとに用途別

のカラマツ素材取扱量を示したもpが表 4である.

表4 用途別カラマツ製材品取扱量 ･ (単位 :m3)

烹 信 南 信 中 北 信

'∴巨 一･l:'･..-t早 十 十 二 l ∫:TT',.T i',,- .;I

建
築
用
製
材
品

ひき角現

土 台 用 6,695 6,92213,617 6,417 1,49210,909 6,943 8,92315,866

柱 用 1,180 470 1,650 221 25 2-19 1,054 346 1,400

その他用 10,225 7,46617,691 6,-I74 5,132ll,606 7,43614,70022,136i+ 書 潔･
18,10014,85832,958 13,115 9,64922,764 15,84326,2-1042,083

6,683 5,91012,593 5,222 4,309 9,531 6,068 8,43914,507

6,767 2,595 9,362 3,320 1,759 5,079 4,040 3,929 7,969* * i A i i i i

31,55023,49355,043 21,94615,88637,832 26,34839,04565,393

土木用
製
材
品

地下鉄用仮設用材 1,923 4,963 6,886 1,535 502 2,037

矢 板 4,576 9,84814,424~ 1,037 665 1,702

足 場 板 11,24710,69221,939 2,900 2,677 5,577

JI タ 角 材 6,010 1,408 7,418 1,887 249 2,136

その他土木用製材品 1,492 5,334 6,826 839 167 1,006

計 25,24832,24557,493 8,198 4,26012,458

33

45

72

61
着

99

2

4

4

1▲
7

1

1

2

2

7

84

06

28

3
*

4

8

9

6

3

9

1

1

4

49

39

44

2
*

5

3

5

8

CQ
82

製 函 用 製 材 品 2,088 602 2,690 465 518 983 384 338 722

そ の 他 製 材 品 4,393 2,516 6,909 62 110 172 279 98 377

合 計 63,27958,856122,13530,67120,77451,445 29,86344,42874,291

カラマツ製材品取扱量のうち信州カラマツ製材品の占める割合は,南信地方では59.6%,

東信地方では51.8%,中北信地方では40.2%となっていて,ソ連 カラマツ材による補完 ･代

替の激しさが強 く感じられるのである｡

すなわち,製材部門においては,ソ連 カラマツの優位性がより明瞭にあらわれるから,こ

の部門で信州カラマツに代ってソ連 カラマツ材が伸びてきているのであり,その伸びは中北

信地方でもっとも烈しく,兼信地方がそれについでいる｡

2 カラマツ製材品の用途別需要の実態

信州カラマツ製材品の用途別需要構造を図示すれば,図5のようになる｡

東信地方では建築用 ･土木用を,南信地方でも建築用 ･土木用を,中北信地方では建築用

を主要用途とする需要構造を示 している｡

東信地方産の信州カラマツ製材品が土木用に多 く用いられているのは,供給ルー トをもっ

ていることによっており,単に地元需要のみに対応 していないからである｡
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図5 信州カラマツ製材品の用途別需要構造

図6 ソ連カラマツ製材品の用途別需要構造

●●



図7 カラマツ製材品の用途別需要構造

●
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このように,信州カラマツ製材品は,主として建築用 ･土木用に用いられているのであり,

その他の用途はきわめて少ないのである｡

ソ連カラマツ製材品の用途別需要構造を図示すると図6のようである｡

東信地方では土木用 ･建築用を,南信地方では建築用 ･土木用を,中北信地方では建築用

を主要用途とする需要構造を示 している｡

このように,ソ連カラマツ製材品は信州カラマツ製材品の補完 ･代替の役割を果してきて

おり,今後もその伸びが続 くことが推測されるのである｡

信州カラマツ製現品とソ連カラマツ製材品とをあわせたカラマツ製材品の用途別需要構造

は図7のようである｡

東信地方では土木用に47.1%, 建築用に45.1%用いられており,南信地方では建築用に

73.6%も用いられ,土木用には24.2%にすぎず,中北信地方では建築用に88･0%まで用いら

れている需要構造を示 しており,カラマツ製材品は建築用と土木用に主として用いられてい

ることが知られる｡

建築用には全般的に用いられているが,土木用としての用途は東信地方取扱材について杖

重要な用途として位帯づけられている｡南信地方牧棲材さらに中北信地方取扱材の場合には,

土木用の地位は相対的に低下しており,土木用製称 芹-としては,東信地方取扱がその主流を

なしているようである｡

このようにカラマツ製材品の需要構造は,東信地方取扱材 ･南信地方取扱材 ･中北信地方
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取扱抑 こよって異なるが,建築用 ･土木用を中心として構成されていることが推測され,や

はり,カラマツ材独特のものとなっている｡

つぎに建築用製材品として,また土木用製材品としての内訳をみると,東信地方 ･南信地

方 ･中北信地方とではいくらか異なるものの,ほぼ等しいので,合計として建築用としては

何に用いられているか,そしてまた,土木用としては何にJljいられているかを考察してみよ

う｡

まず,建築用製材品としてであるが,カラマツ材の場合,もっとも多く用いられているの

が ｢ひき角餅｣であり,建築用製材品のうちの61.8%を占めている｡ついで ｢ひき割穎｣に

23.1%が用いられており,もっとも少ないのが ｢板類｣で14.2%というようになっているD

さらに ｢ひき角放｣での内訳をみると,｢土台用｣が ｢ひき角旗｣のうちの41.3%を,｢柱用｣

が3.4%を,｢その他用｣が52.6%を占めている｡

このように建築用製材品としてカラマツ材が用いられているのは ｢柱用や土台用以外のひ

き角洪｣,｢土台用のひき角類｣,｢ひき割類｣であって,実際の木造建築においては長押 ･

大引 ･垂木 ･母屋 ･土台などに多く用いられており,｢板類｣は ｢そり｣や ｢ねじれ｣の関

係もあって床板や野地掛 こ用いられている程度であり,造作材としての柱などはきわめて少

図8 信州カラマツ製材品の需要構造 (1966年度 菓信地方)
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ないようである｡

土木用製材品として,カラマツ材の場合もっとも多く用いられているのは ｢足場板｣であ

り,土木用製材品のうちの37.2%を占めている｡ついで ｢矢板｣に22.3%, ｢バタ角材｣に

15.5%,｢その他土木用製材品｣に12.9%,｢地下鉄用仮設用材｣に11.5%用いられており,

｢足場板｣や ｢矢板｣での需要に支えられているのである｡

このようなカラマツ製材品の需要構造は,ソ連カラマツ材の輸入量の少なかった頃の信州

カラマツ製材品の需要構造とほとんど変らないようである｡すなわち,図8は1966年度にお

いての東信地方での信州カラマツ製材品の需要構造を示したものであるが,それと図7と比

較しても,建築用での伸びが感じられる程度でその差異はあまり目立たないのである｡

したがって,現在のところでは,ソ連カラマツ材の補完的役割を果しているようであって,

カラマツ製材品の用途別需要構造は,

東信地方では 土木用 ･建築用を

南信地方では 建築用を

中北信地方では 建築用

を主要用途として形成されており,その他に梨函用などにも用いられている｡

3 カラマツ製材品の地域別需要の実態

カラマツ製材品の長野児内と長野児外とでの需要構造の差異について考察してみよう｡

表 5はカラマツ製材品の発送先を長野児内と長野県外とに分けて,そのおのおのに対して

用途別にカラマツ製材品更級量を整理したものである.この表5のままでは比較することも

困難なので,百分率に換算したものが表 6である｡

蓑5 発送先別･用途別カラマツ製材品取扱量 (単位 :m 3)

信州カラマツ ソ連カラマツ カラマツ計

県内 県外 計 県内 県外 計 県内 県外 計

建 築 用 29,678 1,872 31.550 22,542 951 23,493 52,220 2,823 55,043

東 土 木 用 6,443 18,805 25,248 4,071 28,174 32,245 10,514 46,979 57,493

歪 製 函 用 802 1･286 2･088 232 370 602 1･034 1･656 2･690
万 その他用 2,099 2,294 4,393 1,229 1,287 2,516 3,328 3,581 6,909

合 計 39,022 24,257 63,279 28,074 30,782 58,856 67,096 55,039122,135

建 築 用 21,458 488 21,946 15,540 346 15,886 36,998 834 37,832

両 土 木 用 3,542 4,656 8,198 1,134 3,126 4,260 4,676 7,782 12,458

霊 製 函 用 170 295 465 75 443 518 245 738 983
万 その他用 25 37 62 51 59 110 76 96 172

合 計 25,195 5,476 30,671 16,800 3,974 20,774 41,995 9,450 51,445

建 築 用 26,348宝土 木 用 2,836
信 製 函 用 101

芳 その他用 269
合 計 29,554
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表6 発送先別･用途別カラマツ製材品取扱量構成比 (単位 :%)

信州カラマツ ソ連カラマツ カラマツ計

県内 県外 計 県内 県外 計 県内 県外 計

建 築 用

東 土 木 用

冨 製 函 用

方 その他用

合 計

建 築 用

南 土 木 用

霊 製 函 用

方 その他用

合 計

76.1 7.7 49.9 80.3 3.1 39.9 77.8
(94.1) (5.9)(100.0) (96.0) (4.0)(100.0) (94.9)

16.5 77.5 39.9 14.5 91.5 54.8 15.7
(25.5) く74.5)(100.0) (12.6) (87.4)(100.0) (18.3)

2.0 5.3 3.3 0.8 1.2 1.0 1.5
(38.4) (61.6)(100.0) (38.5) (61.5)(100.0) (38.4)

5.4 9.5 6.9 4.4 4.2 4.3 5.0
(47.8) (52.2)(100.0) (48.8) (51.2)(100.0) (48.2)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(61.7) (38.3)(100.0) (47.7) (52.3)(100.0) (54.9)

5.1 45.1
(5.1)(100.0)

85.4 47.1
(81.7)(100.0)

3.0 2.2
(61.6)(100.0)

6.5 5.6
(51.8)(100.0)

loo.0 100.0
(45.1)(100.0)

85.2 8.9 71.6 92.5 8.7 76.5 88.1
(97.8) (2.2)(100.0) (97.8) (2.2)(100.0) (97.8)

14.0 85.0 26.7 6.7 78.7 20.5 11.1
(43.2) (56.8)(100.0) (26.6) (73.4)(100.0) (37.5)

0.7 5.4 1.5 0.5 11.1 2.5 0.6
(36.6) (63.4)(100.0) (14.5) (85.5)(loo.0) (21.9)

0.1 0.7 0.2 0.3 1.5 0.5 0.2
(40.3) (59.7)(100.0) (46.4) (53.6)(100.0) (44.2)

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(82.1) -(17.9)(100.0) (80.9) (19.I)(loo.0) (81.6)

8.8 73.5
(2.2)(100.0)

82.4 24.2
(62.5)(100.0)

7.8 1.9
(75.1)(100.0)

1.0 0.4
(55.8)(100.0)

100.0 100.0
(18.4)(100.0)

89.2
建 築 用 (100.0)

中

北

信

地

方

土 木 用

製 函 用

その他用

合 計

88.2 89.4 35.2 87.9 89.3 28.4 88.0
(100.0) (98.8) (1.2)(100.0) (99.3) (0.7)(100.0)
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注 ( )内は県内と県外との百分率構成比である

表 6をみると,カラマツ製材品に関しては,東信地方取扱材は児内で54.9%,県外で45.1

%というようにほぼ等分して用いられている｡それに対して,南信地方取扱材は県内で81.6

%,中北信地方では県内で97.9% というように,大半が児内で消費されている｡

東信地方についてを用途別にみてみると児内で消費されているのは建築用であり,信州カ

ラマツ材の場合で94.1%,ソ連カラマツ材の場合で96.0%,したがってカラマツ材の場合で

94.9%までが,LR内消費となっているし,それに対 して児外へ移出されているのは土木用であ

って,信州カラマツ材の場合で74.5%,ソ連カラマツ材の場合で87.4%,したがってカラマ

ツ材の場合で81.7%までもが県外-出されている｡

南信地方でもその傾向はほとんど同様であって,児内で消費されるのが建築用,児外-珍

出されるのが土木用 ･製函用という結果になっている｡

中北信地方では,製函用を除いては,建築用 ･土木用 ･その他用ともに県内で消費されて
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おり,カラマツ製材品の97.9%までもが児内での需要に対応している｡

1) 長野県内でのカラマツ製材品の需要の実態

信州カラマツ製材品の場合,東信地方では建築用が76.1%,南信地方では建築用が85.2%,

中北信地方では建築用が89.2%というように主として建築用に用いられているO

ソ連カラマツ製材品の場合でも,建築用が主要用途であり,東信地方では80.3%,南信地

方では92.5%,中北信地方では89.4%までもが,建築用に用いられている｡

したがってカラマツ製材品についても東信地方では77.8%,南信地方では88.1%,中北信

地方では89.3%までもが建築用に用いられている｡このようにカラマツ製材品は,長野県内

では主として建築用として用いられているのである｡

2) 長野県外でのカラマツ製材品の需要の実態

イ)東信地方での寂政財

信州カラマツ製材品の場合,児外移出のうち77.5%までが土木用となっている｡そして県

外需要38.3%の内訳をみると,東京で24.9%,神奈川で7.3%,千葉で4.5%,そして茨城 ･

静岡 ･群居で用いられている｡

ソ連カラマツ製材品の場合には土木用で91.5%まで用いられており,県外需要52.3%の内

訳を府県別にみると,東京で40.2%,千葉で6.7%,神奈川で5.2%,そして群馬 ･静岡でも

用いられている｡

このように東信地方からのカラマツ製材品は東京 ･千葉 ･神奈川を中心とする首都圏地域

で主として土木用に用いられており,カラマツ材の強靭性を生かすとともに,カラマツ材の

欠点の目立たない用途で有利に用いられているのである｡

ロ)南信地方での坂扱材

信州カラマツ製材品の場合,土木用に85.0%までが用いられている｡ そして,県外需要

17.9%の内訳をみると,東京で16.9%とその大半が消費され, そのほか神奈川 ･愛知 ･静

岡 ･群馬 ･大阪 ･和歌山へも送られている｡

ソ連カラマツ製材品の場合には78.7%までが土木用に用いられており,県外需要19.1%の

内訳は,その大半の17.2%までが東京であり,そのほかに神奈川 ･静岡 ･愛知 ･大阪 ･和歌

山 ･群馬 ･山梨にも送られている｡

このように南信地方からのカラマツ製材品も東京を中心とする首都圏地域で主として土木

用に用いられているのである｡

-)中北信地方での取扱材

信州カラマツ製材品の場合,児外需要はきわめて少なく,全体の1.0%にすぎないのであ

って,その占める位置はまったく低い｡その主要用途をみると製函用が県外需要の91.6%を

占めているのであり,その送付先は東京 ･神奈川 ･栃木なのである｡

ソ連カラマツ製材品の場合も,県外需要は少ないのであり,全体の2.9%を占めるにすぎ

ない.その主要用途は土木用で57.0%,建築用で35.2%を占めており,その消費地は東京 ･

埼玉 ･山梨 ･栃木なのである｡

このように中北信地方から児外へ移出されるカラマツ製材品はきわめて少ないが,やはり,

その主要用途は土木用となっている｡
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カラマツ製材品は,建築用としても造作材などの表面に出るところにはあまり用いられな

いだけに,県外需要を拡大していく能力をもたないが,ただ,その強靭性を生かして土木用

として用いられていく分には,県外需要も拡大できるのであり,東信地方では,そのような

方向がより明確にあらわれている｡

Ⅰ カラマリ材の流通の実態

ここではカラマツ材の,すなわち信州カラマツ材のみならず,ソ連カラマツ材についての

流通の実態をとりあげるのであるが,その全過程を解析するのではなく,製材業者を中心と

するその前後の動きについての実態を明らかにすることを試みた｡なお木材業老をもふくめ
7)

たカラマツ材取扱者全体についての解析はすでに行なったので,ここでは省略するO

製材業者に焦点をしぼって解析を試みるのは,東信地方においては,信州カラマツ材の流

通過程で製材業者が重要な役割を果していることが知られたからであるoしかし,ソ連カラ

マツ材の輸入量が増大してきた今日でもなおそのようであるか,また,東信地方以外のとこ

ろではどのようであるかについては,明らかでないのであり,したがって,ここでは,その

ような点についても明らかにしていこう｡

§3 カラマツ材の集荷の実態

1 買付方法別の実態

立 木 買 付
m3

東 信 31,907

南 信 9,065

中北信 12,790

計 53,762

立 木 売
m3

来 信 30

南 信 28

中北信 112

計 170

素 材生 産
m3

-itt 信 31,877

南 信 9,037

中北信 12,678

計 53,592

素材買付
m3

東 信 121,762

南 信 50,821

中北信 113,523

計 286,106

素 材
m 3

来 信 153,639

南 信 59,858
中 北信 126,201

計 339,698

売
ぶ

.
3-5

.
--1

.

販

34

4

34

73

材

信
信

信

素

北

計

東
南

中

製材品買付
m3

京 伝 5,543

南 信 2,146

中北信 4,992

計 12,681

製 材 加工
m a

来 信 119,350

南 信 55,463

中北信 91,780

計 266,593

注 すべての量が素材材后に換算してある

図9 製材業者によるカラマツ材の買付方法別集荷の実態

●
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製材業者が材を集荷する場合,買付方法としては

イ)立木を購入し,素材生産しての集荷

ロ)素材購入による集荷

の方法があり,また製材品については

-)製材品購入による集荷

も行なっている｡このように製材業者が原木素材を集荷する場合,いろいろな買付方法があ

るが,その実態について明らかにしていこう｡

図 9は製材業者が取扱ったすべてのカラマツ材について,どのように製材業者が買付けた

かを買付方法別にまとめた図である｡

図9に示した数値はすべて素材材積に換算してあり,製材品販売量も製材品の材楕ではな

く,それに要した素材材積に換算してある｡

製材業者がカラマツ材を集荷するとき,

イ)山林所有者から信州カラマツの立木を買付けて

ロ)その一部を立木のままで転売し,

ノ､)その大部分を素材生産して原木素材として工場へ集荷する｡

それだけでは製材用原木は不足するので

ニ)他の製材業者 ･伐出生産業者や問屋などから,信州カラマツ素材 ･ソ連カラマツ素材

を買付けるo

そして,販売するときは,それらの原木のうち一部は

ホ)丸太素材のままで,問星や土建業者や他の製材業者などに駿売し

大部分は製材加工し,それに

-)他の製材業者や問屋などから購入した製材品

とまぜ合わせて

り 製材品を問屋や土建業者や大工 ･工務店などに頒売するO

というようにしている｡

このようなカラマツ素材の動きを量的に示してみたのが図9なのである｡

製材業者が原木素材として購入した量の大半は,素材の形で買入れされており,東信地方

では79.3%,南信地方では84.9%,中北信地方では90.0%というようになっている｡

ソ連カラマツ材の輸入量が少なく,これらの地方の製材業者が,その原木を地元の信州カ

ラマツ材に依存していた1966年当時,東信地方においては,

イ)自工場での製材用原木の確保

ロ)森林所有者から自工場にいたる経路の短縮による中間利潤の排除

などの理由で,素材生産過程を製材業者が担当していく傾向を示していたが,

イ)ソ連カラマツ材の供給量の増加

ロ)山村における林業労働力の減少

などの条件が強く働き,製材業者は信州カラマツ材を寂扱うよりも,ソ連カラマツ材を取扱

った方が有利となってきたため,丸太素材の形での買付けが増加し,素材生産過程からの撤

退が目立ってきている｡すなわち1966年には,東信地方の製材業者は立木買し,素材生産を

行なって得た材が68.4%を占めていたのであるが,1969年では,それが20.7%にまで減少し
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てしまったのである｡製材業者で素材生産を担当している割合がもっとも高いのが来信地方

の20.7%であり,ついで南信地方の15.1%,中北信地方の10.0% となってお り,木材消費地

である中北信地方においては比較的素材生産を担当している割合が低 くなっているO

ソ連カラマツ材の入手しやすさは,製材業者を魅了するに足るものであり,したがって信

州カラマツ材を無理して購入し,素材生産してまで入手する必要は,しだいに減少してきて

お り,製材業者が外材に着日し,その方向に進んでいることが,このことからも明らかに認

められるのである｡

また,建築材を生産販売している製材業著では,外材の渉透とともに,外材原木を運び込

んで製材するよりも,港湾製材業者が低コス トで大量的に規格品生産した製材品,たとえば

柱材などを製品で購入した方が有利であるという事態があらわれてきたため,製材品を販売

する場合,自工場での製材品だけでなく,他の製材業者 (港湾製材業者の場合が多い)での

製材品を購入して,それを転売するようになってきている｡

しかし,カラマツ材の場合には,まだその量は少ないのであって,全製材品販売量のうち

で転売製材品量の占める割合は,東信地方で4.4%, 南信地方で3.7%, 中北信地方で5.2%

であり,大半が自工場製称 Pnとなっている｡これほ東信地方を中心とする製材業者はカラマ

ツ製材をその主業とし,カラマツの製材に関しては技術水準が高いから,この地方へ運び込

んでから製材してもさほど不利にならないためであろう｡

なお参考のために,製材業者が坂扱ったすべての木材についての結果を示すと図10のよう

立 木 買 付

m3
京 伝 60,050

南 信 25,6 12

中北信 86,593

計 172,255

信

信

信レし｣.T

東

南

中

売
電

,6-5

3-｡

-

1
1

3

木

素 材生産
m3

東 信 58,881

南 信 23,927
中北信 86,203

計 169,011

素 材買付
m3

東 信 183,705

南 信 160,672

中北信 337,317

計 681,694

素 材
m 3

東 信 242,586

南 信 184,599
中北信 423,520

計 850,705

製材品買付
m3

東 信 14,160

南 信 16,656

中北信 42,752

計 73,568

製 材 加 工
m8

東 信 188,552

南 信 164,064

中北信 358,700

計 7 11,316

注 すべての量が,素材材積に換算してある

図10 製材業者によるすべての木材の買付方法別集荷の実態
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である｡製材業者が素材生産して集荷している割合は,束信地方で24.3%,南信地方で13.0

%,q申諏后寵方菅は210.-4%どなっており,製材業者が素材生産部門をなお担当している状態

がうかがえるのであって,やはり来信地方ではなお製材業者は素材生産の重要な担当者であ

ると考えてよいだろう｡

また,製材品転売の点からみると,全製材品販売量のうちで転売製材品量の占める割合は,

東信地方で7.0%,南信地方で9.2%,中北信地方で10.7%となっており,既製品の取扱量が

増大してきていることが知られよう｡

なお図9および図10をみるとわかることであるが,製材業者は

イ)製材品に加工してから販売する場合と

ロ)素材丸太のままで販売する場合

とがあり,カラマツ材の場合には,東信地方では78.5%まで,苗信地方では92.9%まで,中

北信地方では73.8%までをも製材品として販売しているし,すべての取扱木材の場合には,

東信地方では79.0%まで,南信地方では89.8%まで,中北信地方では86.1%までを製材品と

して,nji売しており,製材品販売をその主力としていることがうかがえる｡

信州カラマツ村を中心とする国内材を主として取扱っていた頃には,自工場での製材原木

適材以外のものをも大量に購入しなければ原木の手当てができなかったこともあって,いろ

いろな径級の, いろいろな材種の原木丸太を購入し,貯木しておくと同時に,不必要な径

級 ･材種の原木丸太や丸太のままの需要度の高い原木については転売していたが,ソ連カラ

マツ材などの外材は,一般に大径材であり,同規格のものがまとまっていることもあって,

製材原木適材のみを購入し得るようになり,自工場での不要材の購入量が減少し,したがっ

て,素材販売量も減少してきたと考えられる｡

またカラマツ素材の場合,製材品として販売した原木については,東信地方で17.4%,南

信地方で12.5%,中北信地方では9.9%にあたる量を素材生産によって得ており,素材丸太

として販売した原木については,東信地方で29.7%,南信地方で42.4%,中北信地方で8.9

%にあたる量を素材生産によって待ている｡そして,すべての木材の場合には,製材品とし

て販売した原木については,兼信地方で17.7%,庸信地方で9.6%, 中南信地方で15.8%に

あたる量を素材生産によって得ており,素材丸太として販売した原木については,東信地方

で42.4%,南信地方で31.7%, 中北信地方で35.4%にあたる量を素材生産によって得てい

る｡

このように,素材丸太として販売する原木においては,素材生産によって得た材の占める

割合が比較的高いのは,

イ)自工場で使用する製材適木以外の材の混入割合は,素材生産を行なった場合の方が高

くなること

ロ)丸太のまま使用する用途においては,内地材の方が有利な場合が存すること

などの理由によって,どうしても転売の可能性が高くなってくるからであろう｡

2 買付材の実態

製材業者が製材原木として買入れた材が,国有林からの材か,民有林からの材か,または

他児からの材であるか,または外材であるかについて,その実態を明らかにしていこう｡

表7は,製材業者が買付けたカラマツ材ならびにすべての木材の実態であるが,比較しや
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表 丁 製材業者による素材買付量 (単位 :ma)

賢 吾 愚 書 諜 宕 菜落寿 諜人畜 他県材 外 材 計

I: ∴ ;.:Lt二;;-I

; 中北信地方
計

木

60,462 533 9,224 2,439 14,154 131 71,868 159,182

12,623 45 3,252 5,639 15,597 27 23,177 61,004

19,378 221 2,338 4,741 15,054 629 88,832 131,193

92,463 799 14,814 12,819 44,805 787 183,879 352,379

東 信 地 方 93,799 667 17,898 4,523 21,061 1,631 112,366 256,746

南 信 地 方 44,282 45 13,238 16,836 42,277 896 82,550 201,255

材 中北信地方 45･415 395 11･611 21･348 92･113 10･366 285･026 466･272
計 183,496 1,107 42,747 42,707 155,451 12,893 479,942 924,273

個人有 林 村 外七才

LE j LXl 4.2% 12.7 % 52.2%

〔東信地方〕 ＼ ヾ k ＼

L++++Ⅱ + ++ + ++ n J 5.8 % 8.9% 45.1%

〔南信地方〕 二/亭 グ / ＼

Ⅹ 3 5.2% 9.1% 25.20h 37.4%

〔中北信地方〕 ク 乙 --//

モモ ll.5% 67.7%

図11 製材業者によるカラマツ買付材の内釈

すいように百分比に換算したものを図示すると図11および図12のようである｡

カラマツ材の場合,製材業者が 買入れている量のもっとも多いのが外材 (ソ連カラマツ

材)であり,それに来信地方および中北信地方では国有林材 ･個人有林材と,南信地方では

個人有林材 ･国有林材と続いている｡外材の占める割合は中北信地方では67.7%にも達して

いるのであり,その渉透力の強さには驚かされるO国有林材は来信地方では38.0%にもおよ
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図12 製材業者による買付材の内訳

んでおり,南信地方で20.4%,中北信地方でも14.8%と信州カラマツ材の有力な供給源とな

っている｡個人有林材は南信でこそ25.2%を占めているが,中北信地方では11.5%,元信地

方で8･9%というように, その占める割合は比較的少なく,今後の伸びが期待されているも●一言 .'1.i.i::,.li-{17..誌 .二∴ it:､･ll..,I;'･:;l!l':I::.I:∴ ㌫言 ∴ 亡.7.1{Jl,:∴ Tt.,.::;ご∴ .i.-,･0.,.-h:[;.),_'.･i::J:

地方で7･1%程度にすぎない｡ そしてまた他県材は東信地方で0.6%,南信地方で0.4%,中

北信地方で2･2%というように きわめて少なく,信州カラマツ材としてはほとんど長野,qE7,-産

材を買付けている｡

すべての木材の場合も,カラマツ材の場合とほぼ同様であって,外材がもっとも多く,つ

いで国有林材 ･個人有林材が買付けられているが,東信地方と南信地方では国有林材の方が

より多く,中北信地方では個人有林材の方がより多くなっている｡県有林材はきわめて少な

く,市町村有林材や部落有林材は南信地方での14.3%を除いてはさほど多くないし,また,

他県材の買付けをほとんど行なっていないのが現状である｡

§4 カラマツ素材の出荷の実態

製材業者がカラマツ素材を丸太のままで販売する場合,どのような業種に対して行なって

いるかを明らかにしていこう｡
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表 8 製材業者によるカラマツ素材出荷量 (単位 :m 3)

穀 箸 問 屋 雷 雲 商社妾妻 妾 碧 禦 警 計

1,866 135 50 975 15,111 22,475

170 4,063 4,299

2,820 850 200 100 3,354 17,436 24,960

4,686 985 420 100 4,329 36,610 51,734
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出荷先は,当然に素材の用途によって異なるので,表 8においては,それを用途別にまと

めておいた.

製材業者が丸太素材のままで販売した材の用途についてみると,元信地方の場合には,製

材用として43.4%を,杭丸太用として43.2%を,電柱用として5.0%を販売しており,杭丸

太用への仕向けがかなり大きい比重を占めていることが知られるo南信地方の場合には,莱

材丸太のままでの販売量はきわめて少ないが,その内訳は製材用として85.6%までを,そし

て電柱用に8.9%を販売している｡中北信地方の場合には,製材用に87.7%を,杭丸太用に

6.1%を販売しており,まず製材用に用いられるのが大半となっている｡

このように,一般に素材のままで販売する場合,製材業者が取扱うのは製材用原木である

ことが多いようであるoただ,束信地方においては,それと同時に,杭丸太用の集荷担当者

として横能していることが知られるのであり,やはり地域的特質を示しているようであるD

さて,このように,素材丸太の主要商品が製材用原木と杭丸太用材であるとすると,カラ

マツ素材の流通もそれに強く規制されることは当然であり,したがって ｢製材業者｣や ｢問

監｣へ販売していくという形態が明確になってくるのであるo

図13は製材業著がカラマツ素材を素材用原木として販売した販売先ごとにまとめた出荷量

構成比である｡これによると,どの地方でも, ｢製材業者 ･その他｣への出荷量がきわめて

多 く,それ以外では ｢問屋｣や ｢産地集荷業者｣や ｢土建業者｣への出荷がみられるのであ

(fT吉1〕 雪空相集者 .その他

70.89-,; 8.4% 9.0% 8.9%

〔… ノ), // / /

67.2% 4.4% 8.3% 19.3%

榊 ,;=i-也-,,J, §戦 よ -- ＼

69.9% 13.4% ≡ ll.3%

〔南fj-地LJJl

94.5%

図13 製材用原木としてのカラマツ材出荷量構成比 (製材業者取扱い)
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図14 杭丸太用材としてのカラマツ材出荷量構成比 (製材業者取扱い)
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図15 カラマツ素材出荷量構成比 (製材業者取扱い)
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り,製材業者がカラマツ材流通過程において,集荷 ･中継 ･分配の各機能を担っていること

が知 られるo

東信地方の特徴としてほ ｢産地集荷業者｣と ｢問臣｣への出荷の多いことであり,中北信

地方は ｢土建業者｣と ｢間置｣への出荷が目立 っている｡

また,図14は製材業者がカラマツ素材を杭丸太用材として販売した販売先ごとにまとめた

出荷量構成比であるが,これによると ｢問屋｣と ｢土建業者｣へ主として出荷していること

がうかがえる｡

表 9からも明らかなように,杭九大用材としての出荷量は東信地方できわめて多く,他の

地方ではまったく少ない状態である｡東信地方では中継過程担当者の ｢問屋｣を経由する杭

丸太用材の流通機構が確立しており,大半がそのルートで出荷されていくが,一部は最終需

要者である ｢土建業者｣-直接に販売されている｡南信地方では ｢問屋｣を経由するものが

大半であるが,集荷過程を担当する ｢製材業者 ･その他｣によって集荷される場合も多いよ

うである｡中北信地方では中継過程ならびに分配過程担当者の ｢問屋｣ならびに ｢小売店｣

に対して出荷されるとともに最終需要者の ｢土建業者｣-も出荷されている｡

製材業者によるカラマツ素材の出荷量構成比は,図15に示してあるように,製材用原木と

杭丸太用材との出荷量構成比によって強 く規制されており, ｢製材業者 ･その他｣に対 して

の出荷割合がきわめて高く,それ以外としては ｢土建業者｣･｢問屋｣･｢産地集荷業者｣へ出

荷されている｡

東信地方では杭丸太用材の取扱いが多いこともあって ｢問屋｣が重要な出荷先となってお

り,｢土建業者｣へも出荷されているのに対し,南信地方では ｢問屋｣への出荷がほとんど

なく,中北信地方では ｢土建業者｣･｢問屋｣へと出荷されている｡

以上のようなカラマツ素材の出荷の実態から,製材業者を経由するカラマツ素材の流通経

路について推定していこう｡
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製材用原木については,製材業者は集荷段階を担当しているわけであり,その大半は加工

段階の担当者である ｢製材業者 ･その他｣や ｢土建業者｣への経路を辿るのであるが,ある

部分はさらに集荷段階の担当者である ｢産地集荷業者｣や中継段階の担当者である ｢問屋｣

への経路を経て素材の最終需要者である製材業者に至るようである｡

製材業者が杭丸太用材として出荷する素材の流通経路は,主として ｢問屋｣を経由するも

のであるが｡直接に最終需要者である ｢土建業者｣へと短絡するものもある｡

このようなものを主経路とするカラマツ素材の流通経路を図示すれば図16のようであり,

その流通経路において ｢問屋｣と ｢製材業者｣の占める地位の高さには,とくに注意すべき

であろう｡

§5 カラマツ製材品の出荷の実態

製材業者は,素材丸太を製材加工し製材品にして販売する業種であるが,カラマツ製材品を

どのような業種に対して販売しているかを明らかにしていこう｡

製材業者が販売したカラマツ製材品の用途についてみると,京伝地方では,土木用に46.2

%,製材用に45.5%,製函用に2.6%,その他用に5.7%となっており,南后地方では,建築

用に78.5%,土木用に20.1%,製函用に0.9%,その他用に0.5% となってお り,中北信地方

表 9 製材業者によるカラマツ製材品出荷量 (単位 :m 8)
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図17 建築用材としてのカラマツ製材品出荷量構成比 (製材業著取扱い)
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図18 土木用材としてのカラマーツ製材品出荷量構成比 (製材業者取扱い)
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では,建築用に86.4%,土木用に12.1%,製函用に1.2%,その他用に0.3%となっている｡

このようにカラマツ製材品の主用途が建築用材と土木用材であるだけに,製材業者がカラマ

ツ製材品を販売するにしても,それに適した業種に対して販売されるわけである｡

図17は製材業者がカラマツ材の建築用製材品を販売した販売先ごとにまとめた出荷量構成

比である｡ これによると建築用製材品の出荷先は ｢その他｣(大工 ･工務店など)と ｢土建

業者｣といった最終需要者へ大半販売されていることが知られる｡

一般に製材業者は個人住宅用製材品については,大工や工務店などの住宅建設者から,直

接に注文を受け,それに応じて必要な製材加工を行なって販売するという形態をとっている

ため,製材業老からの売渡先として ｢その他｣(大工 ･工務店など)や ｢土建業者｣が主要

なものとして現われてくるわけであり,住宅建築の方法が現在のようである限り,このよう

な販売先は継続するであろう｡

図18は製材業者がカラマツ材の土木用製材品を販売した販売先ごとにまとめた出荷量構成

比である｡これによると土木用製材品の出荷先は ｢問屋｣と ｢土建業者｣とで大半を占めて

いるO

京伝地方では ｢問屋｣ の占める地位がきわめて高いのに対し, 中北信地方では ｢土建業

者｣の占める地位が高くなっている｡これは,東信地方では県外での需要が多く,したがっ

て ｢問屋｣を経由する経路がとられるのに,中北信地方では地元需要が多いこともあって,

直接に最終需要者へ出荷されていると考えてよいだろう｡

したがって,製材業者によるカラマツ製材品の出荷量構成比は,建築用製材品と土木用製

〔合計〕 土建業者 その他(大工 .工務店など) 間島三
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L++++++++++ SS;++L++1+1 22.8% 10.3%0
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図19 カラマツ製材品LF'.荷量枯成比 (製材業者取扱い)
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●

材品との出荷量構成比に強く影響されて,｢土建業者｣,｢その他｣(大工 ･工務店など),｢問

屋｣に対しての出荷が,主要な部分を占めるようになっている｡

来信地方では,土木用材が重要な役割を果していることから ｢問屋｣･｢その他｣･｢土建業

者｣に対して販売しており,尚信地方および中北信地方では ｢土建業者｣と ｢その他｣に対

しての出荷が目立っている｡

以上のようなカラマツ製材品の出荷の実態から,製材業著を経由するカラマツ製材品の流

通経路を推定してみると,建築用製材品については製材業者は中継 ･分配過程を担っており,

最終需要者との接触度はきわめて高いし,土木用製材品については ｢問屋｣を経由する経路

と直接に最終需要者の ｢土建業者｣につながる経路とが存在している0

このようなものを主経路とするカラマツ製材品の流通経路を図示すると図20のようになり,

｢問屋｣とともに ｢製材業者｣は,その流通経路の主要な担い手なのである｡

｢●~一一~~

お わ リ に

信州カラマツの生産地域である東信地方ならびに南信地方と長野児内での木材消費地域で

ある中北信地方でのカラマツ材の需要ならびに流通の実態を明らかにすることを試みたが,

ソ連カラマツ材の輸入量の増大とともに,信州カラマツ材に代ってソ連カラマツ材が,しだ

いに用いられるようになってきていることが知られた｡

信州カラマツ材はその特質によって,杭丸太用や土木用として適しており,その部門での

需要の拡大をはかりながら,木材生産が続けられてきたが,土木工事の大型化にともない,

代替財が急速に進出し,その将来が心配されており,また,ソ連カラマツ材の進出によって

信州カラマツの将来不安がさらに大きなものとされているoそして,ソ連カラマツ材の進出
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が単なる物語なのではなく,現実にすさまじいものであることを知った｡しかし,ソ連カラ

マツ材進出の実態は,カラマツ材の需要増加と信州カラマツ材の供給停滞の隙間を埋めてい

るということではなかろうか｡

それは,カラマツ材の需要の面からも流通の面からもうかがえたことであり,ある意味で

は,将来,大量に出回るであろう信州カラマツ材需要の場を確保しているとも言えるのであ

る｡

ソ連カラマツ材の輸入量によって変化したのは,ただ製材業者の入荷量で信州カラマツ材

が減少したことだけであり,カラマツ材の需要 ･流通構造においては大きな変化が認められ

なかった｡

したがって,需要 ･流通の点からとらえる限り,現状では,むしろ問題が解決されてきて

いるようにもみえる｡しかし,問題は,信州カラマツ材の供給量の停滞をどのようにみるか

にあろう｡この原因のひとつとしては資源的制約が考えられる｡長野児の民有林の場合をみ

ると信州カラマツ林面積は157,608haと確かに広大であるが, その89.1%にあたる140,513

haが20年生以下であり,41年生以上の森林はわずか1.5%にあたる2,542haにすぎないので

あって,材の供給能力はきわめて低いというのが現状である｡次に考えられる原因としてほ

山村における林業労助力の減少がある｡人手不足のため伐出作業に労働力を集めることがで

きず,したがって入手が楽なソ連カラマツ材へと向ってしまうため,信州カラマツ材-の要

求が低下してきている現状である｡その他にもまだいろいろな原因が考えられるが,このよ

うないろいろな原因によって生じてきている信州カラマツ材供給量の停滞についての考えな

どを明らかにしていくのが次の課題となるであろうが,本報告ではそれらの問題には触れな

いままで残してある｡

要 約

長野児内で坂扱われたカラマツ材の需要構造を要約すると次のようである｡

1) 木材消費地をふくむ中北信地方ではソ連カラマツ材の方を信州カラマツ材よりも多く坂

扱うようになってきているが,信州カラマツ材の生産地である東信地方ならびに南信地方

では,なお信州カラマツ材の方をより多く取扱っている｡

2) カラマツ素材は

東信地方では 杭丸太用 ･製材用を

南信地方では 製材用 ･チップ用を

中北信地方では 製材用

を主要用途とし,電柱用 ･パルプ用 ･杭木用 ･足場丸太用などにも用いられている｡

3) カラマツ製材品は

東信地方では 土木用 ･建築用を

南信地方では 建築用を

中北信地方では 建築用

を主要用途とし,製函用などにも用いられている｡

4) ソ連カラマツ材は信州カラマーッ材の代替材として, とくに製材用に多く用いられてい

●
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5) カラマツ材は長野県内では素材としては製材用に,製材品としては建築用に用いられ,

長野県外でほ素材としては杭丸太用に,製材品としては土木用に用いられている｡

また,長野児内で坂扱われたカラマツ材の流通構造を要約すると次のようである｡

1) 製材用ならびに 建築用のカラマツ材の 流通においては,｢製材業者｣が集荷から分配ま

での全過掛 こおいて重要な地位を占めている｡

2) 杭丸太用ならびに土木用のカラマツ材の流通においては,｢問屋｣が主要な役割を果 し

ている｡ ･
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Demand and Distribution Structure of Larch Timber

- I)ea―Dealed in Nagano Prefecture―

By Satoshi SUGAHARA

SeminaryofForestMarlagement,Fac,Agric.,ShinshuUlliv.

Summary ｡

Thepurpseofthisstudyistoexplain thedemandforlarch timl光randthe

distributionoflarchtimtxrfromforesttoconsumer. Inthisstudy,itisdealedwith

JapaneselarchandSitN=rianlarch.

ThedmandstructureforlarchtimberdealedinNaganoPrefecturemaybcsummarily

illustratedasfollows:

1)A largerquantityofSiberialllacrhthanaquantityofJafnneSelarchwasdealedin

thecentralandnorthernNagallO.But,illtheeasternandsouthernNagano,JafnneSe

larchwassuperiorerthanSitXrianlarchinthedealedquantity.

2)hrchtimberwasmainlyusedforlogpiles(41.8%)andsawtimber(32.9%)inthe

eastem Nagano,forsaw timtxr(52.6%)andpulpchip(32.7%)in thesouthern

Nagano,andforsawtimber(78.5%)inthecentralandnorthernNagano.Theother

usesoflarchtimberwereforpoles,Pulptimber,miningtimberandscaffoldingpies.

3)Larchlumbercutwasmainlyusedforroughlumberforpublicwork(47.1%)and

lumberforhousebuilding(45.1形)intheeasternNagano,forlumberforhousebuilding

(73.6%)inthesouthernNagano,andforlumberforhousebuilding(88.0%)inthe

centralandnorthernNagano. Theotheruseoflarchlumbercutwasfortx)Resand

crating.

4)JapaneselarchwasreplacedbySiberianlarchwiththeprogressofimfX)rtOfnorth

seatimber.

5)LarchtimberwasmainlyusedsawtimberinNagano,andforlogpilesinTokaido

Megaloplis. Andlarchlumbercutwasmainlyusedforlumberforhousebuildingin

Nagano,andforrough luml光rforpublicworkinToknidoMegalofX)tis.

Thedistributionstructureforlarchtimt光rdealedinNaganoPrefecturemayt妃

summarilyillustratedasfollows:

1)Indistributionchannelforsawtimt光randhousebuildingluml光r,Sawmilloperators

playasigniGcantrole.

2)Wholesalerstakeaimrx)rtantrx)sitionindistributionchannelforlogpilesandrough

lumberforpublicwork.
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